
改正障害者差別解消法の周知について

【改正のポイント】
事業者による合理的配慮の提供の義務化

＜懸念される事項＞
・民間の事業者にとって、障害のある方への配慮がイメージできていない場合がある。
・どのような対応をしたらよいか、事業者が相談できる先がない。

＜今後の対応＞
・障害のある方への配慮のあり方を周知していく。
・事業者による相談に対応する体制を構築する。

資料４



改正法の周知

配慮事例
の紹介

事業者からの
相談

周知方法

事例の収集

周知方法

対応システム

●ねらい●
合理的配慮を行うことの敷居をさげる
（構えすぎない・「気遣い」という意識）

●ねらい●
障害のある方への配慮のあり方に迷ったに
事業者が相談できる体制づくり

・これまでに収集した事例
（市民会議で挙がったもの、相談事例 等）
・事業者からの相談事例

・市ホームページ
・市公式SNS
・合理的配慮提供支援補助金の案内とセット
・コロナ禍の困りごと事例集による

・令和４年度は障害政策課において対応（試行）
↓

相談件数に応じて、今後の相談対応システムを
検討していく

・市ホームページ
・市公式SNS
・合理的配慮提供支援補助金の案内とセット
・コロナ禍の困りごと事例集による

配慮事例の紹介と事業者からの相談は両輪 → セットにして周知していく必要性




